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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項

［１］都市福利施設の整備の必要性

（現状分析）

  中心市街地においては、平成 8 年の県庁、県警察本部及び県自治会館をはじめ、平成 13 年に

は鹿児島税務署、南日本新聞社の中心市街地外への移転により、まちのにぎわいと活力の低下が

心配されたが、県庁跡地には、県が平成 15 年にかごしま県民交流センターを建設し、各種イベ

ント会議等に活用され、市内外から人々が集まり交流人口の拡大に寄与している。

また、県自治会館跡には、平成 12 年に市消防局とボランティアセンターを核とした「かごし

ま市民福祉プラザ」を建設し、さらに南日本新聞社旧社屋と鹿児島税務署跡地は、市みなと大通

り別館庁舎と駐車場として活用するなど、中心市街地の活力とにぎわいを低下させないよう、市

民福祉、文化、情報等の都市機能の充実、市民サービスの向上及び交流人口の拡大を積極的に図

るまちづくりを展開している。（P22 参照）

（課題）

  中心市街地における高齢者人口の割合は、依然本市全体の平均を上回る高い水準で推移してい

る（P17 参照）。今後、少子・高齢社会の加速が予想され、人口の停滞、減少や人口構成の変化

が都市活力の減退につながる恐れが懸念されるなか、都市福利施設の整備と既存施設の有効活用

を図ることが課題である。

（都市福利施設の整備の方向性）

  公共施設や業務施設、商業施設等の多様な都市機能がコンパクトに集積した中心市街地は、高

齢者やファミリー層世帯を含め様々な世代に対する都心ライフの利便性、魅力を提供している。

  このため、今後は、少子高齢社会、成熟社会を前提とした効率的で安心して暮らせる社会シス

テム、都市環境の再構築や定住人口・交流人口の増加を図ることによって、都市の活力を維持増

進するため、既存の都市福利施設を有効活用した施策の展開も必要である。

  なお、平成 19 年 3 月に改訂したかごしま都市マスタープランにおいても、多様な都市機能等

の集積を誘導し、より身近なところで生活できるようなコンパクトな市街地の形成を図り、人口

減少・超高齢社会に対応した都市づくりの推進を位置づけている。

（フォローアップの考え方）

基本計画が認定された2年後の平成21年度において完了もしくは開始している事業について、

進捗調査を行い、状況に応じて必要な改善措置を講じる。

また、計画期間満了時点において再度進捗調査を実施し、中心市街地活性化の効果的な推進を

図るものとする。

［２］具体的事業の内容

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業

  該当なし



70

(2)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び

実施時期

実施

主体
目標達成のための位置づけ及び必要性

支援措置の

内容及び実

施時期

そ の 他

の事項

事業名：１３

鹿児島市立病院

建設事業

（鹿児島中央駅周

辺地区）

鹿

児

島

市

〔目標達成のための位置づけ〕

老朽化が進む既存施設の全体的な整備

（中心市街地内のＪＴ跡地に新設）を図

り、疾病構造の変化や多様化する医療ニー

ズに適切に対応し、地域全体の医療レベル

の向上を図り、県下の中核的総合病院とし

ての機能充実と都市機能の向上を図る。

〔必要性〕

病院新設により、施設及び医療機能の充

実を図り、市民福祉、本市・本県の地域医

療機能の向上及び中心市街地の活性化の

ために必要な事業である。

支援措置：

社会資本整

備総合交付

金（暮らし・

にぎわい再

生事業）内容：

地域医療拠点の整

備（市立病院の移転

新設）

位置：日本たばこ産

業(ＪＴ)鹿児島工

場跡地

実施時期：

H19 年度～

実施時期:

H19 年度～

事業名：１４

ＪＴ跡地活用検討

事業

鹿

児

島

市

〔目標達成のための位置づけ〕

ＪＴ跡地整備計画作成に関する調査を

実施するとともに、関係部局による庁内会

議で、市立病院、交通局等の施設配置や両

公営企業以外の施設導入を検討する。

〔必要性〕

中心市街地内の広大なＪＴ跡地(約

6.9ha)の立地特性を十分に踏まえた有効

活用は、市民福祉と都市機能の向上及び中

心市街地のにぎわいの創出と活性化のた

めに必要な事業である。

支援措置：

暮らし・にぎ

わい再生事

業

内容：

ＪＴ跡地の活用策

の調査・検討

位置：日本たばこ産

業（ＪＴ）鹿児島工

場跡地

実施時期：

H19 年度

実施時期:

H19 年度～
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事業名、内容及び

実施時期

実施

主体
目標達成のための位置づけ及び必要性

支援措置の

内容及び実

施時期

そ の 他

の事項

事業名：１５

（仮称）いづろ・天

文館にぎわい創出

事業

鹿

児

島

市

な

ど

〔目標達成のための位置づけ〕

本市の中心市街地を代表する区域の一

つであるいづろ・天文館地区の現状分析や

ニーズ調査を実施し、当該地区にある老舗

百貨店（山形屋）の増床整備に伴い敷地整

序型土地区画整理事業により、市道の代わ

りに換地取得した土地（東千石町 19 番街

区の一部）の最も効果的な活用とその具体

的な事業などを行う中で、同地区のにぎわ

いの創出と活性化を図る。

〔必要性〕

いづろ･天文館地区のにぎわい創出調査

の結果を踏まえ、老舗百貨店（山形屋）の

増床整備に伴う敷地整序型土地区画整理

事業により、市道の代わりに換地取得した

土地を有効活用して、来街者の増加に寄与

する戦略的かつ効果的な事業を実施する

など、いづろ･天文館地区全体における来

街者の回遊促進と中心市街地の活性化を

図るうえで必要かつ重要な事業である。

支援措置：

暮らし・にぎ

わい再生事

業

内容：

いづろ・天文館地区

のにぎわい創出の

ための調査及び具

体的な事業

位置：

いづろ・天文館地区

実施時期：

H19 年度

実施時期:

H19 年度～
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事業名、内容及び

実施時期

実施

主体
目標達成のための位置づけ及び必要性

支援措置の

内容及び実

施時期

そ の 他

の事項

事業名：１５－２

いづろ･天文館地区

にぎわい創出拠点

施設整備事業（いづ

ろ・天文館地区）

㈱

天

文

館

〔目標達成のための位置づけ〕

本事業は、地区内の地元老舗百貨店(山

形屋)の増床整備に伴う敷地整序型土地区

画整理事業により、市が換地取得した土地

等(東千石町 19 番の一部)を民間活力によ

り効果的に活用することで、中心市街地を

代表するいづろ･天文館地区のにぎわいの

創出と活性化を図る。

〔必要性〕

本事業は、いづろ･天文館地区にぎわい

創出調査の結果等を踏まえ、当該区域に立

地のない広域集客力のある民間施設を整

備するものである。中心市街地における集

客の核施設を創り出すことで、来街者の滞

留時間の拡大、街区周辺の歩行者通行量の

増加に大きく寄与するとともに、都市計画

駐車場の利用促進、地区全体の集客力・回

遊性向上に貢献することから、中心市街地

の活性化を図る上で必要かつ重要な事業

である。

支援措置：

社会資本整

備総合交付

金（暮らし・

にぎわい再

生事業（東千

石町 19 番街

区地区））

内容：

文化商業複合施設

（多目的ホール兼

シネマコンプレッ

クス・商業施設・子

育て支援施設）の整

備

位置：

東千石町 19番街区

実施時期：

H21 年度、

H23 年度実施時期:

H21 年度～H24 年度
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事業名、内容及び

実施時期

実施

主体
目標達成のための位置づけ及び必要性

支援措置の

内容及び実

施時期

そ の 他

の事項

事業名：６４

呉服町６番街区等

整備事業

㈱
丸
屋
本
社

〔目標達成のための位置づけ〕

本事業は、本市の中心市街地内の核店舗

のひとつであった三越鹿児島店閉店後の

施設等を改修して商業施設等として再生

させることで、にぎわい拠点を創出しいづ

ろ･天文館地区全体への来街者の増加を図

る。

〔必要性〕

本事業は、中心市街地における核店舗の

閉店後の施設を新たなにぎわい拠点とな

る商業施設等として再生させることによ

って、地区全体の集客力・回遊性向上に貢

献することから、中心市街地の活性化を図

る上で必要かつ重要な事業である。

支援措置：

暮らし・にぎ

わい再生事

業

内容：

商業施設等（商業施

設・多目的ホール・

保育施設・駐車場）

の整備

位置：

呉服町 4 番、6 番街

区

実施時期：

H21 年度

実施時期:

H21 年度～H22 年度

事業名：１６

(仮称)親子つどい

の広場施設整備事

業

鹿

児

島

市

〔目標達成のための位置づけ〕

幼い子供を持つ親と子が気軽に集い、育

児相談、子育てに関連する情報交換等を行

う子育て支援施設を街中に整備すること

により、地域の子育て支援機能の充実を図

り、中心市街地の活性化を図る。

なお、本施設は自転車等駐車場と合築す

ることにより、土地の有効活用を図る。

〔必要性〕

多くの来街者でにぎわう中心市街地に、

当該施設を設けて、子育て中の親の不安感

を緩和し、来街性を高めて中心市街地の活

性化を図るために必要な事業である。

支援措置：

まちづくり

交付金

内容：

子育て支援施設の

設置

・ 面積：613.61 ㎡

・ 機能：子ども広場、

交流スペース「憩い

の広場」、研修室、

授乳室、屋上広場

実施時期：

H18 年度～

H19 年度

↑完成予想図位置：

いづろ・天文館地区

実施時期:

H18 年度～H19 年度
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事業名、内容及び

実施時期

実施

主体
目標達成のための位置づけ及び必要性

支援措置の

内容及び実

施時期

そ の 他

の事項

事業名：１７

かごしま水族館

10周年記念事業

鹿

児

島

市

〔目標達成のための位置づけ〕

開館 10 周年を迎えたかごしま水族館

を、参加・体験型を重視したシステム導入、

施設の改修等を行い、新たな入館者の開拓

やリピーターの増加を図り、上町・ウォー

ターフロント地区のにぎわいの創出と来

街者の回遊促進、中心市街地の活性化を図

る。

〔必要性〕

本市を代表する観光施設である水族館

の施設の改修等による魅力アップは、交流

人口の増大と、ウォーターフロント地区は

じめ中心市街地の活性化に大きな波及効

果をもたらす必要な事業である。

    

↑イルカ水路延長イメージ

支援措置：

まちづくり

交付金

内容：

館内の参加･体験型

システムの導入や

施設改修等

（アクアギャラリー

改修、イルカ館マルチ

ビジョン改修・イルカ

水路延長等）

位置：

上町・ウォーター

フロント地区

実施時期：

H18 年度～

H21 年度

実施時期:

H18 年度～H22 年度

事業名：１８

みなと大通り別館

整備事業

鹿

児

島

市

〔目標達成のための位置づけ〕

中心市街地外に移転した旧新聞社ビル

を市役所みなと大通り別館として活用し

ている一部を市民ギャラリー等に改修整

備して開放することで、新たな交流拠点と

しての役割と機能向上に寄与し、中心市街

地の活性化に繋げる事業である。

〔必要性〕

都市福利施設である当該庁舎の一部を、

市民が集い、憩える、交流の場となるよう

な市民ギャラリー等に整備し活用するこ

とは、上町・ウォーターフロント地区はじ

め中心市街地の交流機能の向上と活性化

のために必要な事業である。

支援措置：

まちづくり

交付金

内容：

市民が集い・憩える

交流拠点づくり

位置：

上町・ウォーター

フロント地区

実施時期：

H19 年度

実施時期:

H19 年度
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事業名、内容及び

実施時期

実施

主体
目標達成のための位置づけ及び必要性

支援措置の

内容及び実

施時期

そ の 他

の事項

事業名：１９

維新ふるさと館

体感ホールリニュ

ーアル事業

鹿

児

島

市

〔目標達成のための位置づけ〕

本市の歴史文化観光の中核的施設であ

る維新ふるさと館の人気施設である体感

ホールのリニューアルを行い、着地型観

光、滞在型観光の振興を図る。

※なお、本事業は、同館のある甲突川左岸緑

地で整備を行う「歴史ロード“維新ふるさ

との道”(仮称)整備事業」及び「甲突川右

岸緑地整備事業」との連携を図る。

〔必要性〕

九州新幹線の全線開業を見据え、平成 6

年度に開館した同館の維新体感ホールの

リニューアルを行い、新たな演出を付加し

魅力アップすることにより、観光客の滞在

時間を増やし、リピーターの増加を図ると

ともに、回遊性の高いまちづくりのために

必要な事業である。

↑ 音･光･ロボットを駆使した維新体感ホール

支援措置：

まちづくり

交付金

内容：

同館のメイン施設

である「維新体感ホ

ール」のリニューア

ル

実施時期：

H20年度

実施時期:

H19 年度～H20 年度
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事業名、内容及び

実施時期

実施

主体
目標達成のための位置づけ及び必要性

支援措置の

内容及び実

施時期

そ の 他

の事項

事業名：７１

中央公民館整備事

業

鹿

児

島

市

〔目標達成のための位置づけ〕

地域住民の身近な生涯学習の拠点であ

る中央公民館において、エレベーター設置

等の改修を行うことにより、学習環境の充

実と利便性の向上を図る。交流拠点として

の役割と機能向上に寄与し、中心市街地の

活性化に繋げる事業である。

〔必要性〕

中央公民館は生涯学習の拠点として、公

共団体の利用、各種団体の集会や催しなど

幅広く市民に利用されてきており、国の登

録有形文化財に指定されるなど、建物の価

値としてはもちろん、美術館をはじめとし

た文化ゾーンにふさわしく貴重なもので

ある。

中央公民館を改修整備することは、中心

市街地における学習環境の向上を図り、交

流機能の充実のために必要な事業である。

支援措置：

社会資本整

備総合交付

金（都市再生

整備計画事

業）

内容：

中央公民館の改修

整備（エレベーター

の設置や空調設備

の改修など）

位置：

いづろ・天文館地区

実施時期：

H23 年度～

H24 年度

実施時期:

H23 年度～H24 年度

(2)②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

  該当なし

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

  該当なし

(4) 国の支援措置のないその他の事業

該当なし


